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 町田市教育委員会では、教育関係の法改正などを踏まえて、2007 年度末に教育目標と基本方針を大幅

に改定しました。教育プランは、その目標と方針に沿って、今後、教育施策をどのように進めていくか

をまとめたもので、2009 年度を計画の初年度として策定されました。教育目標や基本方針を軸として諸

事業を体系化した教育施策の全体計画である「基本プラン」と、これからの社会の変化と教育が果たす

役割や課題などを背景として、今後の教育施策の方向を示した重点計画である「重点プラン」の２つで 

構成されています。計画期間はおおむね 10年間としています。 

町田市教育プランの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町田市教育プラン 

［教育目標］…教育委員会が目指す人間像、社会 

     ・教育委員会の施策の基本目標 

     ・基本方針の根幹となる。 

［施策方針］ 

…基本方針を進めるための事業指針 

 ・複数の事業の目的を束ねる。 
 ・基本方針と諸事業の目的を結びつ

ける。 

［主要事業］ 

…施策方針に関わる主要事業の概要 

 ・施策方針を実現する。 
 ・教育目標・教育方針の具現に対応

した諸事業 

［重点施策］ 

…今後、重点的に取り組む施策 

基本プラン 

［重点事業］（今後、核になる事業） 

…①主要事業のうち重点プランの
実現に直接つながる事業 

…②プランの確かな実現を目指す
ための新規事業(構想を含む) 

・５年間の実施計画と成果指標を明
示して達成状況等をまとめる。 

・教育委員会の施策評価の最も具体
的な材料となる。 

中期経営計画と連動 

●これからの社会の変化と教育
が果たす役割 

・社会的要請や教育の現状、課
題、将来像などを踏まえ、長
期的視点から社会の変化や教
育の役割を示す。 

●教育施策の現状と主な課題 
・町田市教育委員会が現在直面
している主な課題を分析し、
課題解決に向けた教育施策に
つなげる。 

役割や課題をふまえて統合・重点化

重点プラン 

［基本方針］ 

…教育目標実現のための方策の指針 

 ・複数の施策方針の目的を束ねる。

 ・目標と施策方針を結びつける。 
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町田市教育委員会教育目標                       

 町田市教育委員会は、子どもたちが知性と感性をはぐくみ、心身ともに健康で人間性豊かに成長し、

互いの人格を尊重するとともに社会の一員としての自覚をもって地域にかかわる人間に育つことを目

指します。 

また、だれもが生涯を通じ、あらゆる場で学び、支え合うことができる社会の実現を目指します。 

 

基本方針及び施策方針 

施策方針

(1)人権尊重の精神と男女平等の意識、平和を愛

し、生命を尊び、自然を大切にする心などをは

ぐくむ教育を進めます。 

(2)伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんでき

た郷土を愛するとともに、公共の精神、社会貢

献の精神をはぐくむ教育を進めます。また、異

文化理解を基盤とした国際理解の教育を進めま

す。 

(3)障がいのある人や高齢者などすべての人が

社会の一員として、明るく平等に活動できる社

会を目指し、相互理解と連帯感をはぐくむ教育

を進めます。 

(4)基礎的・基本的な知識・技能の習得とそれら

の活用を重視するとともに、言葉を大切にして

コミュニケーション能力を高め、確かな学力と

豊かな人間関係をはぐくむ教育を進めます。 

(5)個性や創造性を伸ばし、自主・自律の精神を

養うとともに、望ましい勤労観・職業観を身に

付ける教育を進めます。 

 

 施策方針                                                                    

(1)指導力や様々な教育課題に対応する力を高

めるため、教師が研修する機会の充実に努めま

す。 

(2)学校が自校の教育目標の実現に向けて、学習

指導要領に則った教育課程、教育活動を計画的

に進めることができるよう支援します。 

(3)子ども一人一人の理解状況や学習内容の定

着状況に応じるために、学習集団を弾力的に編

成し、複数の教師による協力的な指導、指導補

助者を活用した指導など、学校の指導体制の充

実を進めます。 

(4)障がいのある子ども一人一人の教育ニーズ

を把握し、適切な指導や必要な支援を行うため

に、専門家等による助言や支援者による指導補

助などを通して、各校の特別支援教育を進めま

す。 

(5)子どもたちの情報を正確に処理する力や正

しく判断する力、情報を効果的に活用したり発

信したりする力を高めるために、コンピュータ

ネットワークや図書館などを活用した授業がで

きる環境の充実・整備に努めます。 

(6)子どもたちが健康で安全な生活を送ること

ができるよう、学校施設や教育環境の充実・整

備に努めます。 

基本方針 1 子どもたちの生きる力と健やかな精神の育成 

日本国憲法及び教育基本法の精神を基盤とし、人権尊重を柱とする町田市子ども憲章の趣旨 

 を生かして、次代を担う子どもたちに、将来の職業や生活を見通して社会の中で自立的に生き 

る力や生涯にわたって学び続ける意欲、健やかな精神や豊かな心をはぐくみます。 

基本方針 2 学校の教育力の向上 

 様々な教育課題に対応し、子どもたちにとってよりよい教育を進めるために、教育環境を充 

実・整備し、教師の指導力を含めた学校の教育力の向上を図ります。 
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施策方針

(1)家庭教育の重要性を踏まえ、家庭と学校との連

携を密にし、規範意識の向上、あいさつや食事な

どの基本的な生活習慣、家庭学習などの習慣の形

成に努めます。また、小学校と中学校との連携を

密にし、義務教育 9年間を一貫した理念・計画の

もとで、効果的に指導する体制づくりを進めます。 

(2)子どもたちが安心して学校生活を送ることが

できるよう、学校の全教職員が関係諸機関や家

庭・地域と一体となって、非行・問題行動の防止、

犯罪被害の未然防止に努めます。 

(3)いじめに関する問題は、すべての学校、すべて

の学級にあるという認識に立ち、家庭や関係諸機

関と学校との連携を密にするとともに、不登校な

どの教育課題、就学や進路に関する悩みなどに対

応する教育相談の機能を高めます。 

(4)学校が充実した教育活動を進めることができ

るよう、授業や生活指導、部活動、学校図書館な

どへの保護者や地域の方々の積極的な参加ができ

る仕組みづくりを進めます。 

(5)学校は、公開授業や研究等に全校を挙げて取り

組むとともに、積極的に説明責任を果たします。

また、保護者の組織や市民、学校運営推進協議会

や学校支援ボランティア等と連携した「開かれた

学校経営」を行い、積極的に評価を受け、改善を

図ることで信頼される学校づくりを進めます。 

 

施策方針 

(1)市民が学習活動の幅を広げることができる

よう、講座、講演会、イベント等の情報や講師、

団体活動の情報を積極的に提供します。 

(2)市民が誰でも自由に学習できるよう、図書館

では図書やその他の資料の充実・サービスの向

上に努め、公民館、市民文学館、市民大学では

多様化する市民の学習ニーズに応える講座等を

行い、社会教育の充実に努めます。 

(3)地域の教育力の向上を図るために、学校と地

域の連携・交流を深める仕組みづくりを進めま

す。また、地域の大学や生涯学習事業を行って

いるその他の機関との連携を図ります。 

(4)市民が自らの学習成果を地域等様々な場で

発揮できるよう支援し、市民の学習の場が十分

確保できるよう社会教育施設の整備を図るとと

もに、学校が地域の拠点となるよう、校庭、

体育館、教室の開放を進めます。 

(5)市内の貴重な文化財の維持・保全に努め、

市民が文化財を活用できる機会を提供します。 

(6)文化・スポーツ振興に関する計画及び「子

どもマスタープラン」の推進に当たって、学

校、図書館等の教育機関を中心に積極的に参

画します。 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 3 家庭、地域、学校が連携した教育の推進 

 保護者や地域、関係諸機関と学校とが連携した健全育成などの教育の取組を進めるとともに、

情報発信や公開、学校評価を充実し、信頼される学校づくりを進めます。 

基本方針 4 生涯学習の推進 

 市民が生涯にわたって、いつでもどこでも自由に学び続けることができる社会を目指し、学 

習の場や機会の充実、環境の整備を進めます。 
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重点施策及び重点事業 

 

 

 

 

 

重点施策５ 地域協働の学校を創る 

 重点事業 13  学校支援ボランティア推進事業 

重点事業 14  学校支援センター事業 

重点事業 15  町田市スクールボード校の指定 

重点事業 16  地域運営部活動事業 

重点施策６ 教員が学校教育に専念できる体制 

を支援する 

重点事業 17  学校パートナーシップ推進事業 

重点事業 18  特別支援教育推進事業 

重点事業 19  給食費等未納対策 

重点事業 14  学校支援センター事業（重点施 

策５と同じ） 

重点施策７ 市民のニーズにあった学習機会を 

提供する 

 重点事業 20  学習機会の提供計画策定事業 

重点事業 21  生涯学習コーディネーター養成 

事業 

重点施策８ 図書館活用の促進を図る 

重点事業 22  既存施設の活用による資料受け 

渡しシステムの構築 

重点事業 23  「第２次町田市子ども読書活動 

推進計画」策定事業 

重点施策９ 文化財活用の促進を図る 

 重点事業 24  文化財総合活用プラン策定事業 

重点施策 10 市民に開かれた教育行政を進める 

重点事業 25  教育委員会の施策等の点検・評 

価の実施 

重点事業 26  積極的なパブリシティの推進 

重点事業 27  子ども教育委員会の開催 

重点施策１ 子どもの確かな学力と豊かな人 

間性を育てる 

重点事業 １  小中一貫教育推進事業（小 

中一貫町田っ子カリキュラム 

の充実） 

重点事業 ２  新教育課程編成資料作成 

重点事業 ３  大学連携事業（夏季授業力 

・教育課題研修） 

重点施策２ 子ども一人一人に応じた指導体 

制を充実する 

重点事業 ４  特別支援教室整備事業 

重点事業 ５  特別支援事業 

重点事業 ６  学校不適応生徒支援事業 

重点事業 ７  校内研修システムの確立 

重点事業 ３  大学連携事業（ｅ-ラーニ 

     ング学習支援） 

重点施策３ 時代のニーズに応じた学校を建 

設・整備する 

 重点事業 ８  学校新設事業 

重点事業 ９  学校施設リファイン計画 

重点事業 10  学校ネットワーク整備事業 

重点事業 11  小中一貫校設置事業 

重点施策４ 一貫・連携した教育を推進する 

重点事業 12  国際理解教育推進事業（国 

際交流活動） 

重点事業 １  小中一貫教育推進事業（小 

中一貫指導推進校の指定） 

重点事業 ３  大学連携事業（連携の拡充） 

重点事業 11  小中一貫校設置事業（重点 

施策３と同じ） 
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教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、地方公共団体が教育、学術、

文化に関する事務を処理するために、市長から独立した行政委員会として設置された合議制の執行機関

です。 

 

 

 

 

                 

 

 

(1) 教育委員会の委員 

 教育委員会は、５人の委員で組織されていま 

す。委員は、人格が高潔で、教育、学術及び文 

化に関し識見を有するもののうちから、市長が 

議会の同意を得て任命するものです。任期は４ 

年です。 

 委員長は、委員のうちから選挙によって選ば 

れ、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を 

代表します。任期は１年ですが、再選が可能で 

す。 

 委員長職務代理者は、委員長に事故があると 

き、または委員長が欠けたときに委員長の職務 

を代行します。 

 教育長は、委員のうちから教育委員会が任命 

し、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会 

の権限に属するすべての事務をつかさどり、事 

務局の事務を統括し、所属職員を指揮監督しま 

す。 

(2) 教育委員会の開催 

 教育委員会の会議は、「町田市教育委員会会 

議規則」の定めるところにより、毎月１回定例 

会が開催されるほか、必要に応じて臨時会が開 

催されます。また、これらの会議とは別に、教 

育行政全般について協議するために協議会が開 

催されます。2008 年度には、定例会 12 回、臨

時会５回が開かれ、次項表の議案が付議され、 

可決されました。 

教育委員会委員   （2009 年 10 月 1日現在） 

職  名 氏  名 任  期 

委 員 長 富川 快雄 自 08. 4. 1 
至 12. 3.31 

委 員 長 
職務代理者 岡田 英子 自 06.10.28 

至 10.10.27 

委   員 井関 孝善 自 06.10.28 
至 10.10.27 

委   員 髙橋 圭子 自 08. 7. 1 
至 12. 6.30 

教 育 長 山田 雄三 自 06. 4. 1 
至 10. 3.31 

教育委員会定例会

井関委員 富川委員長 岡田委員 髙橋委員 山田教育長 井関委員 
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月日 会 議 名 付  議  案  件 

4／11 第 1回定例会 議案なし   

5／2 第 2回定例会 

議 案 第  1号  町田市立学校結核対策委員の委嘱（解嘱）の臨時専決処理に関

し承認を求めることについて 

議 案 第  2号 町田市人権教育推進委員会委員の委嘱について 

議 案 第  3号 町田市情緒障がい学級（不登校）入退級相談委員会委員の委嘱及

び任命について 

議 案 第  4号 町田市学校開放制度検討委員会委員の委嘱及び任命（解嘱及び解

任）について 

議 案 第  5号 町田市社会教育委員の委嘱について 

議 案 第  6号 町田市公民館運営審議会委員の委嘱について 

6／13 第 3回定例会 

議 案 第  7号 教育長の権限に属する事務の一部を委任する規程の一部を改正 

する規程について 

議 案 第  8号 町田市教育委員会公印規程の一部を改正する規程について 

議 案 第  9号  町田市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則に

ついて 
議 案 第 1 0号 町田市立学校事案決定規程の一部を改正する規程について 

議 案 第 1 1号 職員の休職に係る処分の臨時専決処理に関し承認を求めること 

について 

議 案 第 1 2号 町田市人権教育推進委員会委員の委嘱の臨時専決処理に関し承 

認を求めることについて 

議 案 第 1 3号 町田市障がい児就学相談委員会委員の委嘱及び任命（解嘱及び解

任）について 

議 案 第 1 4号 町田市社会教育行政功労者への感謝状の贈呈について 
議 案 第 1 5号 まちだ市民大学HATS運営協議会委員の委嘱（解嘱）について 

議 案 第 1 6号 町田市民文学館条例施行規則の一部を改正する規則について 

議 案 第 1 7号 町田市公民館運営審議会委員の委嘱について 
請 願 第  1号 2009年度から使用される小学校教科用図書（「新教科書」）の採

択に関する請願（不採択） 

7／1 第 1回臨時会 委員長職務代理者指名 

7／4 第 4回定例会 

議 案 第 1 8 号 職員の6月14日付け人事異動の臨時専決処理に関し承認を求める

ことについて  
議 案 第 1 9号 職員の休職に係る処分の臨時専決処理に関し承認を求めること

について 
議 案 第 2 0号 教育委員会表彰の臨時専決処理に関し承認を求めることについ 

                て 

議 案 第 2 1 号 町田市立小学校教科用図書採択方針・選定基準及び評価方法につ

いて 

議 案 第 2 2号 町田市特別支援教育推進委員会委員の委嘱及び任命について 

議 案 第 2 3号 町田市東京都立高等学校等入学者選抜に係る成績一覧表調査委 

員会委員の委嘱について 

8／8 第 5回定例会 

議 案 第 2 4 号  職員の休職に係る処分の臨時専決処理に関し承認を求めること

について 
議 案 第 2 5号  職員の8月1日付人事異動の臨時専決処理に関し承認を求めるこ

とについて 

議 案 第 2 6号  （仮称）町田市立大戸・武蔵岡合同校舎型小中一貫校の在り方

検討委員会委員の委嘱の臨時専決処理に関し承認を求めること

について 

議 案 第 2 7号  2009年度使用教科用図書（小学校）の採択について 

議 案 第 2 8号  2009年度使用教科用図書（中学校）の採択について 

議 案 第 2 9号  2009年度使用教科用図書（特別支援学級）の採択について 
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議 案 第 3 0 号  都費負担教職員の休職に係る内申の臨時専決処理に関し承認を 

求めることについて 

9／19 第 6回定例会 

議 案 第 3 1 号 職員の休職に係る処分の臨時専決処理に関し承認を求めること

について 

議 案 第 3 2号 学校医等委嘱（解嘱）の臨時専決処理に関し承認を求めること

について 

議 案 第 3 3号 都費負担教職員の転任に係る内申の臨時専決処理に関し承認を

求めることについて 

議 案 第 3 4号 都費負担教職員の休職に係る内申の臨時専決処理に関し承認を

求めることについて 

10／3 第 7回定例会 

議 案 第 3 5 号 職員の休職に係る処分の臨時専決処理に関し承認を求めること

について 

議 案 第 3 6号 教育委員会職員の10月1日付け人事異動の臨時専決処理に関し 

承認を求めることについて 

議 案 第 3 7号 都費負担教職員の休職に係る内申の臨時専決処理に関し承認を

求めることについて 

議 案 第 3 8号 都費負担教職員に対する処分に係る内申の臨時専決処理に関し

承認を求めることについて 

議 案 第 3 9号 町田市学校給食費徴収規則の制定について 

議 案 第 4 0号 都費負担教職員の休職に係る内申について 

10／29 第 2回臨時会 

議 案 第 4 1 号 職員の休職に係る処分の臨時専決処理に関し承認を求めること

について 

議 案 第 4 2号 職員の10月16日付け人事異動の臨時専決処理に関し承認を求め

ることについて 

議 案 第 4 3号 都費負担教職員の退職に係る内申の臨時専決処理に関し承認を

求めることについて 

議 案 第 4 4号 都費負担教職員の休職に係る内申の臨時専決処理に関し承認を

求めることについて 

議 案 第 4 5号 校長の任命（新任）に係る内申の臨時専決処理に関し承認を求

めることについて 

委 員 長 選 挙 

11／7 第 8回定例会 

議 案 第 4 6 号 職員の10月31日付け人事異動の臨時専決処理に関し承認を求め

ることについて 

議 案 第 4 7号 2008年度町田市教育委員会の施策等に関する点検及び評価（200

7年度分）について・・・原案一部修正 

議 案 第 4 8号 市指定天然記念物の指定解除について 

議 案 第 4 9号 職員の11月1日付け人事異動の臨時専決処理に関し承認を求め

ることについて 

12／12 第 9回定例会 

議 案 第 5 0 号 職員の休職に係る処分の臨時専決処理に関し承認を求めること

について 

議 案 第 5 1号 町田市通学区域検討委員会委員の委嘱について 

議 案 第 5 2号 都費負担教職員の休職に係る内申の臨時専決処理に関し承認を

求めることについて 

1／9 第10回定例会 

議 案 第 5 3 号 職員の休職に係る処分の臨時専決処理に関し承認を求めること

について 
議 案 第 5 4号 図師小学校開設準備に伴う副校長の併任発令に関する臨時専決

処理に関し承認を求めることについて 
議 案 第 5 5号 平成21年度統括校長候補校及び候補者の推薦に係る臨時専決処

理に関し承認を求めることについて 

議 案 第 5 6号 教育委員会職員の１月１日付け人事異動の臨時専決処理に関し

承認を求めることについて 

8／8 第 5回定例会 
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2／6 第11回定例会 

議 案 第 5 7 号  教育委員会職員の1月31日付け人事異動の臨時専決処理に関し承

認を求めることについて 

議 案 第 5 8号  職員の休職に係る処分の臨時専決処理に関し承認を求めること

について 

議 案 第 5 9号  町田市教育プランについて 

議 案 第 6 0号 児童・生徒への表彰について 

議 案 第 6 1号 町田市学校保健功労者への表彰及び感謝状の贈呈について 

議 案 第 6 2号  学校支援ボランティアへの感謝状の贈呈について 

議 案 第 6 3号  町田市民文学館条例施行規則の一部を改正する規則について 

議 案 第 6 4号  町田市公民館使用規則の一部を改正する規則について 

議 案 第 6 5号 都費負担教職員に対する処分に係る内申の臨時専決処理に関し

承認を求めることについて 

議 案 第 6 6号 都費負担教職員の休職に係る内申の臨時専決処理に関し承認を

求めることについて 

2／12 第 3回臨時会 

議 案 第 6 7 号  平成21年度町田市公立学校校長・副校長の人事異動及び統括校

長の任用について  
議 案 第 6 8号  児童・生徒への表彰について 

3／13 第12回定例会 

議 案 第 6 9 号 町田市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正 

する規則について 

議 案 第 7 0号 町田市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程について

議 案 第 7 1号 町田市教育委員会文書管理規程の一部を改正する規程について

議 案 第 7 2号 町田市教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改正する規 
則について 

議 案 第 7 3号 教育委員会表彰について 
議 案 第 7 4号 平成20年度教職員への感謝状の贈呈について 
議 案 第 7 5号 町田市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則について 
議 案 第 7 6号 学校医等の委嘱について 
議 案 第 7 7号 都費負担教職員の休業・休職に係る内申の臨時専決処理に関し承

認を求めることについて 
議 案 第 7 8号 町田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補

償に関する条例施行規則の一部を改正する規則について 

議 案 第 7 9号 町田市学校給食問題協議会の設置に関する条例施行規則の一部 

を改正する規則について 

3／27 第 4回臨時会 

議 案 第 8 0 号 教育委員会職員の4月1日付け人事異動の承認を求めることにつ 

いて 

議 案 第 8 1号 平成21年度町田市公立学校教職員の人事異動および新規採用に 

係る内申の臨時専決処理に関し承認を求めることについて 

議 案 第 8 2号 平成21年度町田市公立学校教員の新規採用に係る内申について 

議 案 第 8 3号 都費負担教職員の休職に係る内申の臨時専決処理に関し承認を

求めることについて 

議 案 第 8 4号 図師小学校開設準備に伴う副校長の人事異動の承認を求めるこ

とについて 

3／30 第 5回臨時会 
議 案 第 8 5 号 教育委員会職員の3月31日付け人事異動の承認を求めることにつ

いて 
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(3) 教育委員会の組織と事務分掌  

教育委員会事務局及び教育機関は、教育長の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事

務を処理します。                              

 委員会事務、条例・規則・規程の制定・改廃、車両の管理、 

     委員会広報の編集・発行、予算編成、学校教育予算の執行、学校 

施設の活用 

 

市費職員の人事 

 

    学校施設の整備計画、学校施設の管理、学校用地の取得・処分 

の計画、学校施設の修繕・保全 

        
                                  学校環境整備 

        

学校の設置・廃止、児童・生徒の就学・転入学等、学齢簿の作 

成・整理・保管、就学援助、就学奨励、通学費補助金、学級編 

制・学事統計、奨学資金 

 

学校医・学校歯科医・学校薬剤師、児童・生徒の健康管理、学 

校保健会、給食施設設備の営繕・補修、学校給食の普及・食事 

内容の充実 

 

学習指導・進路指導・生活指導、教科書採択、教育課程・教材 

届出の承認、教員の研修・研究、校外学習事業補助金、中学校 

連合行事、部活動生徒大会参加費補助金、職場体験等 

 

校長・副校長・教職員任免の内申、教職員の服務、教職員の給与 

与・   都費の執行、教職員の履歴事項、教職員の福利厚生 

 

就学相談、障がい児教育、特別支援学級編制 

 

教員の研修・研究、小学校適応指導教室、教育情報の収集・提 

供、教育指導・支援、児童・生徒・幼児の諸問題についての相談、 

公立小中学校・関係機関との教育相談活動にかかわる連絡・調 

    整、小・中学校ネットワークの運用及び保守管理 

 

 

 

 

 

教    員 

区分 
校長 副校長 教諭 

栄養

教諭 

養護 

教諭 
小計 

事

務

職

員

栄

養

士

合 

計 

小学校 41 42  972 1 46 1,102 42 20 1,164

中学校 20 20  497 － 21  558 21 －  579

合 計 61 62 1,469 1 67 1,660 63 20 1,743

区分 
学校 

事務 

一般 

用務 

給食 

調理 

栄

養

士

合

計

小学校 41 41 93 20 195

中学校 20 20 － -  40

合 計 61 61 93 20 235

11 

学

校

教

育

部 

教育総務課 

施 設 課 

学 務 課 

指 導 課 

小学校 41校 
中学校 20校 

総 務 係 

事 務 係 

管 理 係 

教 職 員 係  

就学相談係 

教育センター係

指 導 主 事

14 

5 

20 

9 

11 

5 

7 

5 

6 

5 

33 

114 

28 

学校施設管理センター

2009 年 5月 1日現在

① 教職員数（都費職員） ② 学校勤務職員数（市費職員）

市立学校に勤務する職員数 （2009 年 5月 1日現在）

保健給食課 
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 社会教育・生涯学習の調査・研究・総合計画、資料の収集、市民 

の社会教育・生涯学習活動の奨励・援助、社会教育委員、学校教

室開放 

 

                         文化財保護、文化財の調査・収集、考古資料室 

 

 

 

 

                         まちだ市民大学の管理・運営、まちだ市民大学のプログラム開 

発と講座の実施 

 

                                                   

                                     図書館資料の収集・整理・保存、個人貸出・団体 

貸出・閲覧・予約・レファレンス・読書案内・お 

            はなし会映画会等の集会活動の実施                           

                                                                                 〃 

                                                                                 〃 

                                                                                 〃 

                                                  〃 

                   〃 

                               

              

                      

            

                      

                      

 

                         まちだ中央公民館の管理・運営、各種講座・講演会等、ことぶ 

き大学、障がい者青年学級などの事業の実施 

 

生涯学習係 

文 化 財 係 

自由民権資料館 

市 民 大 学

推 進 係

生涯学習課 

公 民 館 

生

涯

学

習

部 

中央図書館 

さるびあ図書館 
鶴川図書館 
金森図書館 
木曽山崎図書館 
堺図書館 

町田市民文学館 
ことばらんど 

図 書 館 

115 

19 

11 

5 

9 

3 

84 

資料等の収集･整理・保管･展示、企画

展･講演会等の事業の企画･実施 

町田ゆかりの文学関連資料及び文学関連レファレ

ンス資料の収集・保存・閲覧・個人貸出・展示、

文学関連講演会・講座の企画及び実施、施設予約

システムによる施設貸出 
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町田市教育委員会では、教育行政を進めていく上での基本的な考え方として教育目標を設けています。

この教育目標の実現に向け、予算が編成され、事業等が実施されています。2009 年度の教育予算（当初）

は、165 億 6,180 万 2千円となっています。 

 

主な事業と予算（単位：千円） 

 

○ 奨学金の支給          15,765 

 高等学校等に在学し、成績が優秀で経済的理

由により就学が困難な方に月額 8,700 円を支給

しています。 

○ 教育の研究                     15,291 

 研究推進校（13校）の研究を助成、小・中学

校教育研究会への助成、校内研究会講師謝礼の

支払い、国・都委託研究事業を実施しています。 

○ 学校の管理運営              1,965,486 

 小学校 41校、中学校 20校の教材備品の購入

費、警備の委託料、光熱水費などです。 

○ 学校の維持                    242,817 

 61 校の施設・設備を維持するため、修繕・補 

修工事等を行います。 

○ 特別支援学級の運営            281,853 

 小学校には、固定制として知的障がい学級を

19校、肢体不自由学級を２校、情緒障がい学級

を２校、通級制として弱視学級を１校、難聴学

級を２校、言語障がい学級を１校、情緒障がい

学級を５校、中学校には、固定制として知的障

がい学級を 10校、肢体不自由学級を１校、通級

制として情緒障がい学級２校（１校は不登校）、

難聴学級を１校設置しています。 

○ 就学の援助                    387,967 

 町田市立小・中学校に在籍し、経済的理由で

就学が困難な児童･生徒の保護者に、学用品・通

学用品費、夏季施設費、給食費などを補助して

います。 

○ 特別支援学級在籍児童・生徒の保護者への

補助                       28,849 

 町田市立小・中学校の特別支援学級に在籍し

ている児童・生徒の保護者に、学用品・通学用

品費、給食費などを補助しています。（保護者の

所得により、補助の内容が変ります）。 

 

 

○ 通学費の補助                   9,317 

町田市立小・中学校に在籍し、自宅から学校

までの距離が小学校１.５キロメートル・中学

校２キロメートルを超え、公共交通機関で通学

されている児童・生徒の保護者に、定期代の

１／２の金額を補助しています。（区域外就学者、

指定校変更者（特認地区を除く）及び学校選択

者は対象になりません）。 

○ 集団宿泊事業                   91,266 

 小学５・６年、中学２・３年が実施する宿泊

行事に対し、交通費の一部を補助し、看護師を

派遣しています。 

○ 社会科見学の補助                8,051 

 小学３年生の社会科市内施設見学のバス代を 

補助しています。 

○ 生活指導補助者の派遣           27,547 

 小学校に入学したばかりの新１年生が学校生 

活になれるまでの約２ヶ月間、補助者を派遣し 

ます。 

○ 健康診断                       74,217 

 学校保健法に基づき、定期健康診断を行って 

います。 

○ 給食の運営                    293,342 

 単独方式により小学校 41校で完全給食を実 

施しています。 

○ 中学校給食                    166,705 

 給食を希望する生徒に、業者が調理し学校に

配送する弁当形式の給食（弁当併用外注給食方

式）を提供するため、調理・配送等の委託をし

ます。 

○ 学校施設の整備              1,955,393 

 校舎内部の改修や耐震補強工事など既存施設

の整備を進めていきます。 
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○ 学校新築                1,805,733 

 児童生徒急増地域の教室不足を解消するため、

小学校１校（２ヶ年工事のうち２年度分）の建

築を行います。 

○ 団体活動の援助                  1,900 

 社会教育関係団体へ事業費の補助、及び講師

費用の一部を補助します。 

○ 学校の教室開放                  6,242 

 市民の生涯学習の場として、小学校３校、中

学校１校の特別教室及び旧忠生第五小の教室

（８教室）を市民団体に開放しています。 

○ 自由民権資料館                 24,406 

 展覧会や講座を開催します。 

○ まちだ市民大学ＨＡＴＳ事業     25,914 

 通年、前期、後期に分け講座を開設します。 

○ 文化財の保護                   13,824 

 文化財保護審議会の運営、指定文化財（国・

都・市）の保存・活用、無形民俗文化財の保護・

育成、文化財図書刊行事業、埋蔵文化財の発掘

調査、考古資料室の管理・市民への開放などで

す。 

○ 公民館の管理                   77,544 

 施設の運営と維持・管理を行っています。 

○ 公民館事業                      6,215 

 市民講座、市民企画講座、自主男女共生学級

など、各種講座、講演会、学級を開催していま

す。 

○ 障がい者青年学級               11,976 

 知的障がいを持つ青年が社会の中で豊かな生

活を築くため、「生きる力、働く力」の獲得を大

きな目標のもと「自治」「生活づくり」「文化の

創造」の３つを柱として事業を展開しています。 

○ ことぶき大学                    1,966 

 高齢者の学習と交流の場です。 

○ 図書館の管理運営              509,447 

 中央図書館、さるびあ図書館、鶴川図書館、 

金森図書館、木曽山崎図書館、堺図書館の管理 

運営費のほか、図書購入費が主なものです。 

 

 

○ 文学館の管理                   42,590 

 町田市民文学館ことばらんどの維持管理及び

施設の貸出を行います。 

○ 文学館の事業                   22,732 

 ４回の展覧会、講演会及び講座等を開催しま

す。また、町田ゆかりの文学者に係わる資料等

を収集すると共に資料の貸出・閲覧を行います。 

 

 

一般会計当初予算歳出（2009 年度） 

にみる教育費の割合 

（単位：千円） 

民生費 46,742,911  38.5％

総務費 17,134,389  14.1％

教育費 16,561,802  13.6％

土木費 15,598,264  12.8％

衛生費 11,756,220  9.7％

公債費 6,959,445  5.7％

消防費 4,723,391  3.9％

その他 2,023,406  1.7％

一般会計歳出合計 121,499,828  100.0％

 

 

教育費当初予算歳出の内訳（2009 年度） 
（単位：千円） 

教育総務費 1,899,422  11.5％

小学校費 7,797,261  47.1％

中学校費 2,355,799  14.2％

幼稚園費 1,021,653  6.2％

社会教育費 2,706,188  16.3％

保健体育費 781,479  4.7％

教育費 16,561,802  100.0％

 


